
問  マイナンバー出張申請サポート専
用コールセンター 
☎ 0120-546-377

県では、次の日程により、大井町でマ

イナンバーカード申請サポートを行い

ます。予約は不要です。

日 6月14日(日)　10:00 ～ 16:00

場 生涯学習センター２階　第４会議室

持  本人確認書類 

お持ちの方は通知カード、マイナ

ンバーカード交付申請書(申請書ID

記載のもの)

【注意事項】

　  本人確認書類は、運転免許証など

写真付きは1点、資格確認書など

写真のないものは2点必要です。

問  神奈川県マイナンバー出張申請サ

ポート事務局 

☎0120-389-920 

(土日祝のみ9:00 ～ 17:00)

※  神奈川県の出張サポートのほか、

役場町民課でも申請サポートを

行っています。

※  詳しくは町ホームページをご覧いた

だくか、町民課までお問い合わせ

ください。

　　　マイナンバーカード出張申請
　　サポートin大井町

問 町民課　☎ 0465-85-5006

場 役場1階　町民課

持ち物
交付： 本人確認書類、はがき 

お持ちの方のみ通知カード、マ

イナンバーカード、 住基カード

更新：マイナンバーカード、パスワード

申請： 本人確認書類、 

お持ちの方のみ通知カード

申  各実施日の前開庁日(平日9:00 ～

16:00)までに直接か電話、または

実施日の2開庁日前まで

に二次元コードから予約

※  代理交付の場合は事前に

ご相談ください。

　　　開庁時間外のマイナンバー
　　カード手続き(予約制)

実施日時実施日時 手続き手続き

6月9日(火)
17:15 ～ 19:00

・交付
・ 電子証明書の

更新
・申請サポート

6月20日(土)
9:00 ～ 12:00

6月24日(水)
17:15 ～ 19:00

▲予約はこちら

問 協働推進課　☎ 0465-85-5004

人権擁護委員をご存じですか
皆さんの身近な相談相手として、人権

相談を受けて問題解決のお手伝いを

したり、法務局の職員と協力して人権

侵害による被害者の救済をしたりしま

す。また、人権について関心を持って

もらえるような啓発活動を行います。

人権相談は、法務局の人権擁護課ま

たは法務局の支局で、電話やメールな

どでご利用できます。

・ みんなの人権110番(全国共通人権

相談ダイヤル) 

☎0570-003-110

・ 子どもの人権110番 

☎0120-007-110

　　　�６月１日は「人権擁護委員
の日」

▲インターネット
人権相談受付窓口

問 協働推進課　☎ 0465-85-5004

6月23日～ 29日は内閣府の定める

男女共同参画週間です。また、6月は

プライド月間(性的マイノリティに関す

る権利啓発月間)でもあります。

両者に共通するのは、「自分や他人の

個性やプライド(誇り)を尊重しよう」

という思いです。誰もが、職場、学校、

地域、家庭で、それぞれの個性と能

力を発揮できることは何か、この機会

に考えてみませんか？

◇ 今年の男女共同参画週間キャッチ
フレーズ 

「あなたらしさが、社会のチカラ」

　　　�６月は「男女共同参画週間」、
「プライド月間」です

問 町民課　☎ 0465-85-5006

マイナンバーカードの申請サポートと、

健康保険証利用登録サポートを実施し

ます。

◆マイナンバーカード申請サポート
持  本人確認書類 

お持ちの方は通知カード、マイナ

ンバーカード交付申請書(申請書ID

記載のもの)

◆健康保険証利用登録サポート
持  ご自身のマイナンバーカード(有効

期限内)、マイナンバーカード登録

の数字4桁の暗証番号(利用者証

明用電子証明書暗証番号)

　　　�マイナンバーカード出張申請
サポート(ヤオマサ大井町店)

場所場所 実施日時実施日時

ヤオマサ大井町店
6月24日(水)

10:00 ～ 11:30

問 地域振興課　☎ 0465-85-5013

水稲の干し田および落水を、次のとお

り実施します。

用水路などの水量が増減し大変危険

ですので、周辺で遊ばないでください。

　　　水稲干しおよび落水について

区分区分 日程日程
内容内容

一番
干し

全量止水 7月 3日(金)　5:00 ～

全量通水 7月 6日( 月)　5:00 ～
7月3日～ 7月5日　干し3日間

二番
干し

全量止水 7月17日(金)　5:00 ～

全量通水 7月21日(火)　5:00 ～

7月17日～ 7月20日　干し4日間
三番
干し 各支線ごとに協議し適宜実施

落水
1/2落水 9月15日(火)　7:00 ～

全量落水 9月30日(水)  17:00 ～

問  県西教育事務所足柄上指導課 
☎ 0465-83-5111

県教育委員会では、小・中学校の教

科書を展示し、一般に公開します。

日  6月12日(金) ～7月1日(水) 

９:00 ～ 17:00

※ 土曜日・日曜日を除く

場  足柄上合同庁舎　本館５階 

東側大会議室Ｂ

内  小・中学校用教科書、特別支援学

校用及び小・中学校特別支援学級

用教科書

　　　�小・中学校の教科書展示会
開催

日 日時/日程　期     期間　場     場所　対 対象/資格　定 定員/定数　内 内容　講 講師　費 費用［記載がないものは無料］

持 持ち物　主 主催　申 申し込み　問 問い合わせ先　ホ ホームページ
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問 生活環境課　☎ 0465-85-5010

屋外での焼却行為、いわゆる「野焼き」

は、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」及び「神奈川県生活環境の保

全等に関する条例」で厳しく制限され

ています。

◆ たとえ少量でも家庭での焼却は禁
止です

家庭でのごみの焼却は禁止されてい

ます。ドラム缶やコンクリートブロッ

ク積みでの焼却も、野焼きと同じこと

とみなされます。たとえ少量の焼却で

あっても、悪臭や煙などにより近所の

方に迷惑をかけますので、家庭から出

るごみは燃やさないで、しっかり分別

してごみ収集所へ出しましょう。

◆ 農作業でも内容により指導の対象
になります

農業に伴うやむを得ない軽微な焼却

は例外として認められています(合成

樹脂、ゴム、木材、油脂類、布、紙

は除く)。しかし、常に風向きや時間

帯、燃やす量、住宅との距離などを考

慮してください。例外として認められ

ていても、周辺にお住まいの方への配

慮は忘れないようにしましょう。また、

周辺にお住まいの方もどうかご理解を

お願いします。

◆思わぬ事故を引き起こします
野焼きは風向きにより思わぬ方向に

影響を及ぼす恐れがあります。山林

火災となる事故が発生したり、煙が道

路上を漂い、運転者の視界を遮って交

通事故を引き起こしたりするという事

例もあります。また、煙にまかれて健

康に被害を及ぼしたり、火災と間違え

られて消防車が出

動したりといった

生活環境へ支障も

生じています。

周辺の生活環境に

配慮し、お互いに

住みよい町にしま

しょう。

　　　野焼きの注意！

問 生活環境課　☎ 0465-85-5010

蚊はちょっとした水たまりからも発生

します。

蚊の幼虫であるボウフラが育つ水たま

りなどがある環境を改善することで幼

虫の発生を防ぐことができます。

水がたまる容器は、バケツ、弁当やカッ

プラーメンなどの空き容器、古タイヤ、

植木鉢の受け皿、落ち葉が詰まった雨

どいや側溝など身近な所にたくさんあ

ります。庭や家の周辺を点検して片づ

けられるものは撤去し、雨どいや側溝

は水が詰まらないよう掃除しましょう。

水をためない環境的防除は、蚊が媒

介する感染症が発生した時には感染

の拡大を防ぐことができます。みなさ

んのご理解ご協力をお願いします。

　　　蚊の発生を防ごう！

問 町民課　☎ 0465-85-5007

2024年10月以降、後発医薬品(ジェ

ネリック医薬品)がある

薬で、先発医薬品を希

望する場合に、特別料

金の支払いが必要にな

りました。

2026年6月から特別料金が引き上

げられ、先発医薬品とジェネリック医

薬品の価格差の2分の1相当の料金

が本人に請求されます。

この機会に、有効成分が同じで、価

格が3 ～ 5割程度安いジェネリック医

薬品を積極的に利用し、お薬代を節

約しましょう。

(例)先発医 薬品の 価格が1錠100

円、ジェネリック医薬品の価格が1錠

60円の場合、差額40円の２分の1

である20円を、通常の自己負担とは

別に特別料金として請求されます。

※ 特別料金には消費税がかかります。

※  ジェネリック医薬品がいくつか存在

する場合は、薬価が一番高い医薬

品との価格差で計算します。

※  ジェネリック医薬品に切り替える場

合は、医師や薬剤師にご相談くだ

さい。町民課では「ジェネリック医

薬品希望シール」を配布しています。

　　　�先発医薬品にかかる特別料
金が引き上げられます！

問  足柄地方安全運転管理者会 
☎ 0465-83-7941 
　　0465-83-7941 
☎ 0465-83-0307（旧足柄交通安
全協会）

2026年4月1日より足柄地方安全

運転管理者会が写真をお撮りしていま

す！ 撮影場所は従来(足柄交通安全

協会)と同じです。運転免許証更新・

各種手続きの際にご利用ください。

受付時間　 9:00 ～ 12:00、13:00

～ 16:00

費  1,500円(現金のみとなります)

　　　�運転免許証更新時の写真
お撮りできます！

 ＦＡＸ

問 防災安全課　☎ 0465-85-5002

町では地震による火災や通常火災に

おける初期消火の促進を図るため、

一般家庭で消火器を購入した際に購

入費の一部を補助します。

対  町内に住所を有し、かつ、住民票

上の世帯主である者

補助となる消火器
　 国家検定合格品の住宅用消火器(新

品に限る)

補助金額　 購入費用の２分の１(上限

10,000円)

申  申請書に必要事項を記入し、①②

の添付書類とともに提出。

 ① 代金の支払い手続きが完了したこ

とを証する書類(領収書など)

 ② 購入した消火器が、国家検定合格

品であることがわかる書類(例：国

家検定の合格表示が明瞭にわかる

消火器の写真など)

※  補助金の交付は、一年度内に１世

帯１本限りとします。

※  消火器の維持管理に係る費用(薬

剤の入替など)、廃棄費用、送料(代

引き手数料を含む)などは補助の対

象外です。

※  申請書はホームページからダウン

ロードできます。

なお、本制度の導入により、現在町

内に設置している街頭消火器について

は、有効期限の切れたものから順次

撤去します。

　　　�家庭用消火器の購入を補助
します
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